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東北地方整備局
【工事】配置予定技術者：評価細目（工事成績評定点）の見直し

配置予定技術者の能力等を詳細に総合評価へ反映させるため、評価項目「配置予定技術者の技術
力」＞評価細目「工事成績評定点」＞「評価基準および配点」の見直しを行う。

■評価基準および配点 ※施工能力評価型(Ⅰ型・標準型、

■対象案件：令和５年5月以降に公告する全工事

評価項目 評価基準 配点 加算点

地方整備局（８局）が発
注した工事のうち、監理
(主任)技術者および現場
代理人として従事した、
平成29年度～令和３年
度に元請けとして、完
成・引き渡しが完了した
工事（港湾土木工事に限
る）がある場合において
は、当該工事に係る工事
成績評定点の平均点

80点以上 6.0

/6.0

78点以上80点未満 5.0

76点以上78点未満 4.0

74点以上76点未満 3.0

72点以上74点未満 2.0

70点以上72点未満 1.0

70点未満又は、
実績無し

0.0

●従来まで

●見直し
評価項目 評価基準 配点 加算点

地方整備局（８局）が発
注した工事のうち、監理
(主任)技術者および現場
代理人として従事した、
平成29年度～令和３年
度に元請けとして、完
成・引き渡しが完了した
工事（港湾土木工事に限
る）がある場合において
は、当該工事に係る工事
成績評定点の平均点（小
数第２位を切り捨てとし、
小数第１位までとする）

80.0点を最高点、
70.0点を最低点とす
る比例配分方式に
より、評価を行い
配点を算定。
なお、配点は小数
第３位を切り捨て
とし、小数第２位
までとする。

6.0

～

1.0

/6.0
70点未満又は、
実績無し

0.0

■算定例

工事成績評定点の平均点
・A者 ： 77.8点
・B者 ： 72.1点
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加算点
・A者 ： 4.90点
・B者 ： 2.05点

ＢＣランク企業対象)の場合
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【本資料に関する問合せ先】
東北地方整備局港湾空港部品質確保室
０２２－７１６－０００９（ダイヤルイン）
０２２－２２５－２１７１（大代表）
０２２－７１６－０００１（港湾空港部）

※入札参加申請時においては、入札公告資料をご熟読
のうえ、申請資料の作成をお願いいたします。


